
  

   平 成 ２ ５ 年 ４ 月 前 期 定 例 会 議事録       （１／３） 

・開催日時 平成２５年４月５日（金曜日）９時００分～９時４５分 

・開催場所 人事委員会室                     

・出 席 者 （委 員）大西委員長 塚原委員 松尾委員 

     （事務局）伊藤事務局長 原副事務局長 宮原参事 

隈本主幹 植松係長 馬場係長 寺田主査 

 

○議事事項 

１ 平成２５年３月後期定例会議事録について 

 

  佐賀県人事委員会議事規則第７条第２項の規定に基づき、前回定例会の議事録について、承認

することを決定した。 

 

２ 不利益処分についての審査請求の棄却の決定等について 

 

４９．４．１１等高教組事案及び５０．１１．２８等高教組事案について、審査請求人の所在

調査を行い、平成２４年３月２３日より前に死亡し平成２５年３月２５日までに相続人等から承

継の届出がなされなかったものについての審査を打ち切り、審査請求を棄却する決定をした。 

 

【説明】 

・４９． ４．１１等高教組事案  ２９名分 

・５０．１１．２８等高教組事案 ３４２名分 

 

３ 公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する規則の一部改正について 

 

改正内容について説明し、原案のとおり決定した。 

 

 【説明】 

   公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する規則の一部を改正する。 

(1) 「財団法人佐賀県国際交流協会」、「財団法人佐賀県女性と生涯学習財団」、「財団法人佐賀県総合

保健協会」、「財団法人佐賀県土木建築技術協会」、「財団法人佐賀県体育協会」について、公益法

人制度改革に伴い、平成25年４月1日に公益財団法人に移行したため。 

(2) 「社団法人佐賀県観光連盟」及び「社団法人佐賀県計量協会」について、公益法人制度改革に伴

い、平成25年４月１日に公益社団法人に移行したため。 

(3) 「財団法人佐賀県青年農業者育成センター」について、公益法人制度改革に伴い、平成 25 年３

月31日に解散したため。 

(4) 「地方独立行政法人佐賀県立病院好生館」について、「地方独立行政法人佐賀県医療センター好

生館」へ法人名を変更するため。 

（施行日 公布の日（ただし、「地方独立行政法人佐賀県立病院好生館」については、平成25年５月 

１日） 

 



 

（２／３） 
（改正内容） 

(1) ２の(1)、(2)及び(4)について、団体の名称を改めることとした（別表第１関係） 

   (2) 財団法人佐賀県青年農業者育成センターを削除することとした（別表第1関係） 

   (3) その他所要の改正を行うこととした。 

 

４ 佐賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の

一部改正について 

 

改正内容について説明し、原案のとおり決定した。 

 

 【説明】 

佐賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則第２条の規

定に基づき、小城市長及び嬉野市長から組織の変更について通知があり、これに基づき審査、調査した

ところ、地方公務員法第52条第３項ただし書に規定する管理職員等の範囲を変更する必要があると認め

られるため、同規則の別表（各市町の管理職員等の範囲を規定する表）の一部を改正する。 

（施行期日 公布の日） 

 

（改正内容） 

１ 小城市における管理職員等の指定 

指定の除外 

（出先機関 市民病院）院長 副院長 事務部長 総看護師長 

 

２ 嬉野市における管理職員等の指定 

指定の除外 

（出先機関 嬉野総合支所）総合支所長 課長 

 

○報告事項  

１ 平成２５年度佐賀県職員採用試験〔行政特別枠〕の申込状況について 

 

申込状況について報告した。 

 

【説明】 

 

平成２５年度佐賀県職員採用試験〔行政特別枠〕の申込状況 

 

試験区分 

平成25年度 平成24年度 

採用予定者

数ａ 
申込者数ｂ 倍率 

採用予定者

数ｃ 
申込者数ｄ 倍率 

（人） （人） ｂ／ａ （人） （人） ｄ／ｃ 

行政 23 1,118 48.6 20 656 32.8 

 
 
 



 
（３／３） 

 

２ 任期付研究員業績手当支給に係る判断結果について 

 

一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する規則第７条の規定に基づき、

任期付研究員業績手当を支給しないこととした佐賀県知事の判断結果について報告した。 

 

【説明】 

・支給対象の任期付研究員  工業技術センター特別研究員 

 

３ 特定任期付職員業績手当支給に係る判断結果について 

 

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則第６条の規定に基づき、特定任期付職

員業績手当を支給しないこととした佐賀県知事の判断結果について報告した。 

 

【説明】 

・支給対象の特定任期付職員  統括本部最高情報統括監 

 

４ 公平委員会の事務の受託の廃止について 

 

神埼地区消防事務組合から本県が受託している公平委員会の事務の受託の廃止について報告 

した。 

 

５ 有機溶剤中毒予防規則の一部適用除外の認定状況について 

 

平成２４年度における有機溶剤中毒予防規則の一部適用除外の認定状況について報告した。 

 

６ 平成２４年度苦情相談の状況について 

 

平成２４年度に実施した苦情相談の状況について報告した。 

 

○その他 

１ 行事予定について 


